
足利将軍家一族としての廷用宗器（山家）（ 1 ）

は
じ
め
に

廷
用
宗
器
は
、
雪
村
友
梅
の
法
を
嗣
ぐ
禅
僧
で
あ
（
1
（
る
。
法
系
は
、
一
山
一
寧
―
雪

村
友
梅
―
魯
山
良
周
―
廷
用
宗
器
と
な
る
。
足
利
義
持
の
お
じ
と
記
す
史
料
が
二
種

あ
（
（
（

り
、
廷
用
は
、
足
利
義
満
の
兄
弟
、
足
利
義
詮
の
子
息
と
さ
れ
て
い
る
。
南
禅
寺

に
徳
雲
院
と
い
う
塔
頭
を
設
け
た
。
廷
用
の
事
績
と
し
て
、
応
永
の
乱
の
の
ち
に
中

絶
状
態
に
あ
っ
た
妙
心
寺
を
預
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
も
の
の
、
他
は
あ
ま
り
注

意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
廷
用
に
関
わ
る
史
料
は
少
な
い
な
が
ら
も
い
く

つ
か
伝
来
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
廷
用
の
関
係
史
料
を
収
集
し
、
そ
の
事
績
を
考
察

す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
足
利
将
軍
家
一
族
の
禅
僧
と
い
う
点
を
重
視
し
た
い
。
足

利
将
軍
家
出
身
僧
は
、
門
跡
に
入
室
す
る
も
の
が
多
い
な
ど
、
か
ね
て
よ
り
注
目
さ

れ
て
き
た
。
髙
鳥
廉
（
（
（
氏
に
よ
る
と
、
将
軍
家
出
身
僧
は
、
尊
貴
性
を
獲
得
す
る
こ
と

で
将
軍
家
の
家
格
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
一
方
で
、
室
町
殿
か
ら
、
脅
威
に

な
り
う
る
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
、
差
別
化
を
含
む
統
制
を
受
け
て
い
る
。
本
稿

は
、
将
軍
家
出
身
僧
の
う
ち
禅
僧
と
な
っ
た
一
事
例
を
取
り
上
げ
、
将
軍
家
出
身
僧

に
関
わ
る
研
究
を
よ
り
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
な
る
。
史
料
収
集
は
十
分
で

な
い
が
、
知
り
え
た
知
見
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
第
一
章
で
主
要
な
事
績
を
考
察

し
、
第
二
章
で
妙
心
寺
に
関
わ
る
事
績
を
分
析
す
る
。
第
三
章
で
は
、
第
一
章
で
取

り
上
げ
な
い
所
領
に
関
わ
る
事
績
を
、
周
辺
史
料
に
ひ
ろ
く
目
配
り
し
つ
つ
検
討
し

た
い
。

第
一
章
　
廷
用
の
お
も
な
事
績

ま
ず
、
廷
用
の
事
績
に
つ
き
、
主
要
な
も
の
お
よ
び
年
次
の
明
ら
か
な
も
の
を
ま

と
め
、
表
1
と
し
て
掲
げ
（
（
（

る
。
所
領
に
関
わ
る
事
績
は
、
年
次
比
定
が
難
し
い
た
め

除
外
し
、
第
三
章
で
取
り
上
げ
る
。

表
1
を
一
覧
す
る
と
、
廷
用
の
事
績
は
、
将
軍
足
利
義
持
の
執
政
時
に
顕
著
で
あ

る
と
気
づ
（
（
（
く
（
（
番
～
1（
番
（。
（
番
で
は
、
義
満
の
荼
毘
に
位
牌
を
持
つ
役
と
し

て
参
加
し
て
い
る
。
廷
用
は
、
義
満
の
死
去
四
日
後
に
、
は
じ
め
て
同
時
代
に
記
さ

れ
た
史
料
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
肩
書
は
「
花
園
龍
雲
寺
住
持
」

（
龍
雲
寺
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
言
及
す
る
（、
呼
称
は
「
宗
器
西
堂
」
で
あ
る
。
西

堂
を
付
す
呼
称
は
、
諸
山
住
持
経
験
者
に
対
し
て
〈
諱
＋
西
堂
〉、
十
刹
住
持
経
験

者
に
対
し
て
〈
道
号
＋
西
堂
〉
と
区
別
さ
れ
る
。「
宗
器
西
堂
」
は
、〈
諱
＋
西
堂
〉

な
の
で
、
原
則
通
り
の
表
記
で
あ
れ
ば
、
廷
用
は
こ
の
時
点
で
、
諸
山
住
持
を
経
て

い
る
が
、
十
刹
住
持
に
は
就
い
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

廷
用
は
、
こ
の
の
ち
、
五
山
で
あ
る
天
龍
寺
の
第
四
十
三
世
住
持
と
な
る
（
（

番
（。
就
任
の
時
期
は
明
瞭
で
な
い
け
れ
ど
も
、
周
辺
の
史
料
を
総
合
す
る
と
、
（

番
か
ら
あ
ま
り
時
を
経
て
い
な
い
よ
う
だ
。
前
後
の
住
持
で
入
寺
の
時
期
が
明
ら
か

研
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な
の
は
、
四
十
世
空
谷
明
応
が
応
永
十
一
年
（
一
四
〇
四
（
十
二
月
二
十
四
日
、
四

十
六
世
の
大
岳
周
崇
が
応
永
十
七
年
二
月
二
十
八
日
と
な
る
。
（
番
の
時
点
で
は
五

山
で
あ
る
天
龍
寺
住
持
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
廷
用
の
天
龍
寺
住
持

へ
の
就
任
は
、
応
永
十
五
年
六
月
以
降
、
応
永
十
七
年
二
月
以
前
と
な
る
。
通
常

は
、
五
山
住
持
に
な
る
前
に
、
諸
山
さ
ら
に
は
十
刹
の
住
持
を
経
る
け
れ
ど
も
、
廷

用
の
場
合
、
（
番
の
時
点
で
は
十
刹
住
持
に
な
っ
て
い
な
い
は
ず
で
、
一
年
半
ほ
ど

の
間
に
、
十
刹
、
さ
ら
に
は
天
龍
寺
住
持
に
就
任
・
退
任
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

そ
し
て
六
年
ほ
ど
の
ち
、
五
山
の
上
と
い
う
最
高
格
を
占
め
る
南
禅
寺
の
住
持
と

な
り
（
8
番
（、
五
年
ほ
ど
後
に
再
任
し
て
い
る
（
10
番
（。
初
任
の
入
院
に
は
、
参

列
す
る
義
持
に
、
大
名
が
こ
と
ご
と
く
供
奉
し
た
と
い
う
。
再
任
時
に
は
、
嵯
峨
宝

幢
寺
供
養
の
導
師
を
勤
め
る
（
1（
番
（。
宝
幢
寺
供
養
は
、
義
持
が
宝
幢
寺
の
創
建

者
で
あ
る
義
満
の
十
三
回
忌
を
契
機
に
挙
行
し
た
。「
天
下
抛
%

万
事
$、
公
武
経
営
此

事
（
（
（
也
」
と
称
さ
れ
た
ほ
ど
の
盛
事
で
あ
っ
た
。

詩
作
に
目
を
転
ず
る
と
、
い
ず
れ
も
義
持
と
の
関
わ
り
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
義

持
は
将
軍
就
任
間
も
な
く
、
愚
中
周
及
を
京
都
に
呼
び
寄
せ
参
禅
す
る
。
義
持
は
、

ほ
ど
な
く
離
京
し
た
愚
中
に
紫
方
袍
を
授
け
、
愚
中
は
偈
頌
で
謝
意
を
表
す
。
義
持

は
、
京
都
の
禅
院
に
和
韻
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
応
じ
た
「
当
時
有
名
之
尊
宿
」
二
十

名
に
廷
用
の
名
が
み
え
る
（
（
番
（。
ま
た
、
義
持
は
、
新
造
し
た
三
条
坊
門
邸
に

悠
然
亭
を
設
け
た
。
こ
れ
を
祝
し
て
、
相
国
寺
住
持
鄂
隠
慧
奯
が
偈
頌
を
詠
み
、
十

二
名
が
和
韻
し
、
廷
用
も
そ
の
一
員
で
あ
る
（
（
番
（。
著
名
な
瓢
鯰
図
に
も
着
賛

し
て
い
る
（
7
番
（。
三
例
と
も
、
義
持
に
近
い
と
こ
ろ
で
作
詩
し
た
事
例
で
あ

る
。
加
え
て
、
年
未
詳
な
が
ら
、
義
持
が
廷
用
に
法
衣
を
授
け
、
廷
用
が
偈
頌
で
謝

意
を
表
し
、
諸
僧
が
和
韻
し
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
（
7
（
る
。

義
持
は
、
死
を
前
に
、
自
ら
の
葬
儀
で
遺
体
に
火
を
点
ず
る
下
火
仏
事
を
廷
用
に

託
し
た
が
、
廷
用
は
所
労
を
理
由
に
辞
退
し
た
（
1（
番
（。
五
年
後
、
永
享
四
年

（
一
四
三
二
（
八
月
八
日
に
死
去
す
る
（
1（
番
（。
将
軍
足
利
義
教
が
臨
む
南
禅
寺
入

表１　廷用のおもな事績
年次 概要 史料表記の留意点

1 鎌倉瑞泉寺の徧界一覧亭に偈頌を寄せる 西都

（ 応永 10 頃 妙心寺を預かる

（ 応永 1（・（・10 義満葬儀に位牌を持つ 花園龍雲寺住持／宗器西堂

（ 応永 1（～1（ 頃 天龍寺住持となる

（ 応永 1（・（ 頃 義持の命で愚中の偈頌に和韻する 南禅

（ 応永 17 頃 義持亭の悠然亭に偈頌を寄せる

7 応永 （（ 以前 瓢鯰図に偈頌を寄せる

8 応永 （（・（・（ 南禅寺住持となる 徳雲院坊主

9 応永 （（・10・（0 高峰百回忌に陞座する 龍雲

10 応永 （7 南禅寺に再住する

11 応永 （7・正・18 十一面観音（天神）安座点眼に法語を述べる 南禅

1（ 応永 （7・（・9 宝幢寺供養に導師を勤める 南禅寺長老

1（ 応永 （（・1・（（ 義持葬儀に下炬仏事を所労により辞退 廷用和尚

1（ 永享 （・（・（0 宗利から微笑庵に関する請文を出される 徳雲院

1（ 永享 （・8・8 死去

1（ 永享 10・8 徳光普照禅師の号を与えられる



足利将軍家一族としての廷用宗器（山家）（ （ ）

院
の
儀
式
が
十
五
日
に
延
引
さ
れ
て
い
る
。
七
回
忌
に
禅
師
号
を
与
え
ら
れ
た
（
1（

番
（。髙

鳥
氏
は
、
義
持
か
ら
義
教
の
時
期
に
か
け
て
、
将
軍
家
一
族
の
地
位
が
向
上
し

て
い
く
と
指
摘
し
て
い
る
。
廷
用
は
、
五
山
の
上
で
あ
る
南
禅
寺
住
持
に
就
い
て
お

り
、
義
持
が
一
族
を
高
い
格
で
処
遇
し
よ
う
と
し
た
一
例
と
な
る
。
た
だ
、
廷
用

は
、
義
満
生
存
時
に
は
活
動
の
痕
跡
が
あ
ま
り
残
ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
義
持
執

政
か
ら
間
も
な
い
時
期
に
、
五
山
住
持
に
登
用
さ
れ
、
詩
作
か
ら
義
持
に
近
く
取
り

立
て
ら
れ
た
形
跡
が
窺
え
る
。
義
持
の
執
政
と
と
も
に
処
遇
が
急
変
し
、
将
軍
義
持

に
近
い
禅
僧
と
し
て
、
高
い
地
位
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
き
な
傾
向
に
加
え

て
、
義
持
将
軍
就
任
時
の
特
殊
な
状
況
も
考
慮
に
入
れ
て
み
た
い
。

義
持
の
弟
義
嗣
は
、
義
満
の
寵
愛
を
受
け
て
い
た
。
義
持
の
将
軍
就
任
か
ら
八
年

後
、
義
嗣
は
失
脚
し
、
の
ち
殺
害
さ
れ
る
。
義
満
の
死
後
、
義
持
と
義
嗣
は
、
表
面

上
は
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
両
者
は
、
支
持
層
の
動
向
を
意
識
せ

ざ
る
を
え
ず
、
緊
張
状
態
に
あ
っ
た
と
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
状
況
下
、
義
持

は
、
自
ら
を
安
定
し
た
環
境
に
置
く
た
め
に
、
近
い
血
縁
者
で
あ
る
お
じ
た
ち
に
意

を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
。
義
持
た
ち
の
お
じ
足
利
満
詮
も
ま
た
、
義
満
生
存
時
に

は
顕
著
な
活
動
を
見
せ
な
い
も
の
の
、
義
持
執
政
後
に
影
響
力
を
増
す
。
上
杉
禅
秀

の
乱
で
は
、
幕
府
が
対
応
を
決
め
か
ね
る
な
か
、
満
詮
の
進
言
に
よ
り
鎌
倉
公
方
持

氏
を
救
援
す
る
決
定
を
し
て
い
（
8
（
る
。
廷
用
が
義
持
に
近
い
禅
僧
と
し
て
五
山
住
持
に

出
世
し
て
い
く
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

将
軍
家
一
族
の
処
遇
と
い
う
視
点
か
ら
離
れ
、
義
持
と
禅
宗
と
の
関
わ
り
と
い
う

視
点
か
ら
も
廷
用
を
位
置
付
け
て
み
る
。
義
持
は
禅
宗
を
深
く
理
解
し
、
五
山
住
持

に
限
ら
ず
、
世
俗
と
の
関
わ
り
を
あ
ま
り
持
た
な
い
禅
僧
に
も
帰
依
し
た
。
玉
村
竹

二
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
の
義
持
の
禅
宗
に
対
す
る
姿
勢
と
、
お
じ
で
あ

る
禅
僧
廷
用
を
登
用
し
た
事
実
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
点
で
す
こ
し
乖
離
が
あ
ろ
う
。

義
持
は
多
様
に
禅
宗
に
接
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
（
9
（
い
。

第
二
章
　
廷
用
と
妙
心
寺

第
一
節
　
廷
用
へ
の
付
託

妙
心
寺
は
、
花
園
天
皇
の
離
宮
萩
原
殿
を
基
と
す
る
。
花
園
天
皇
は
、
晩
年
、
萩

原
殿
で
宗
峰
妙
超
・
関
山
慧
玄
に
帰
依
し
た
。
廷
用
は
、
応
永
の
乱
の
影
響
で
実
質

を
失
っ
て
い
た
妙
心
寺
を
預
か
る
（
表
1
の
（
番
（。
こ
の
件
は
、
一
次
史
料
で
は

確
認
で
き
て
お
ら
ず
、『
正
法
山
六
祖
伝
』
の
う
ち
『
正
法
山
妙
心
禅
寺
記
』（
以
下

『
寺
記
』（
の
記
事
に
依
拠
す
る（10
（

。『
正
法
山
六
祖
伝
』
は
、
明
応
五
年
（
一
四
九

六
（、
東
陽
英
朝
の
跋
を
有
し
、
師
で
あ
る
雪
江
宗
深
の
記
録
を
基
に
し
た
と
い
う
。

〔
正
法
山
六
祖
伝
〕
正
法
山
妙
心
禅
寺
記

然
拙（宗
朴
（堂以
応
永
初
住
山
、
同
六
年
己
卯
之
冬
、
防
州
刺
史
多
多
良
義
弘
号
大
内
、
謀

叛
、
割
拠
泉
南
、
境
、
与
官
軍
拒
戦
、
拙
堂
与
義
弘
曾
有
師
檀
好
、
鹿
苑
院
大
相

国
義
満
公
、
竊
聞
焉
、
少
頃
官
軍
大
克
、
義
弘
自
刎
、
泉
南
既
平
、
相
公
猶
嫉
彼

凶
毒
、
欲
掃
其
孼
余
、
而
官
軍
凱
旋
之
日
、
諸
将
或
訴
相
府
曰
、
妙
心
拙
堂
混
於

賊
虜
、
馳
突
軍
中
、
与
賊
同
罪
、
相
公
頷
、
雖
云
寺
無
咎
、
為
罪
住
持
人
、
移
怒

華
園
、
敓
取
封
彊
、
籍
没
諸
庄
寺
産
、
併
以
畀
青
蓮
教
院
、
粤
三
年
、
復
令
悉
収

録
、
割
七
所
分
付
龍
雲
廷
用
和
尚
、
自
余
荘
園
亦
散
与
諸
方
了
也
、
至
永
享
初
、

此
山
尚
被
他
門
領
、
不
安
僧
衆
、
賸
毀
取
殿
堂
、
園
林
黄
落
、
鳥
下
平
蕪
、
唯
微

笑
祖
塔
巍
然
存
焉
耳
、

応
永
の
乱
は
、
応
永
六
年
の
年
末
に
起
き
た
。
義
満
は
、
大
内
義
弘
軍
と
戦
っ
た

武
将
か
ら
、
妙
心
寺
住
持
拙
堂
宗
朴
が
戦
闘
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
情
報
を
得

て
、
妙
心
寺
の
寺
地
や
所
領
を
没
収
し
、
青
蓮
院
に
与
え
た
。
時
の
青
蓮
院
主
は
尊

道
で
あ
る
。
花
園
天
皇
の
子
息
で
在
世
の
も
の
は
な
く
、
花
園
天
皇
の
兄
弟
、
後
伏

見
天
皇
の
子
息
で
も
、
生
存
し
て
い
た
の
は
尊
道
だ
け
で
あ
り
、
花
園
天
皇
ゆ
か
り

の
所
領
等
を
血
縁
者
に
託
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
三
年
後
、「
復
た
悉
く
収
録

せ
し
め
」
と
あ
る
。
収
録
し
た
主
体
は
、
義
満
と
な
る
だ
ろ
う
。
尊
道
は
応
永
十
年
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七
月
に
妙
心
寺
で
死
去
し
て
い
（
11
（

る
。
義
満
は
、
尊
道
の
死
去
を
契
機
に
、
妙
心
寺
の

旧
領
等
を
青
蓮
院
か
ら
戻
し
、
う
ち
七
か
所
を
龍
雲
寺
の
廷
用
に
、
そ
の
ほ
か
を
諸

方
に
分
付
し
た
と
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
廷
用
は
妙
心
寺
開
山
堂
微
笑

庵
の
敷
地
も
管
理
し
て
お
り
、
妙
心
寺
の
寺
地
も
付
与
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

で
は
妙
心
寺
領
七
か
所
な
ど
は
、
な
ぜ
廷
用
に
与
え
ら
れ
た
の
か
。
青
蓮
院
に

は
、
は
じ
め
義
満
の
子
息
尊
満
が
、
つ
い
で
尊
道
の
死
去
直
前
に
、
尊
満
に
代
わ
っ

て
同
じ
く
義
満
子
息
の
義
円
が
入
室
し
た
。
義
円
は
青
蓮
院
を
継
承
す
る
。
廷
用
へ

の
妙
心
寺
領
等
の
付
与
は
、
将
軍
家
一
族
の
禅
僧
へ
の
継
承
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
た

だ
し
、
禅
宗
寺
院
の
場
合
、
お
も
な
禅
院
は
官
寺
と
し
て
五
山
・
十
刹
な
ど
に
整
備

さ
れ
、
住
持
は
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
か
ら
選
ば
れ
る
。
義
満
は
、
相
国
寺
・
宝
幢
寺
な

ど
、
禅
宗
寺
院
を
建
立
し
て
五
山
・
十
刹
に
組
み
入
れ
、
檀
那
と
し
て
五
山
・
十
刹

に
関
与
し
て
い
た
。
妙
心
寺
は
、
花
園
天
皇
の
私
的
な
寺
院
と
い
う
由
緒
が
影
響
し

た
か
、
五
山
・
十
刹
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
龍
雲
寺
も
ま
た
、
そ
の
枠
組
み
に
入
ら

な
い
将
軍
家
一
族
が
住
持
す
る
私
的
禅
院
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
天
皇
の
私
的
要

素
の
強
い
禅
院
の
由
緒
を
継
承
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
理
解
も
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
将
軍
家
一
族
の
な
か
で
な
ぜ
廷
用
だ
っ
た
の
か
。
禅
僧
と
い
う
条
件
で

は
他
に
選
択
肢
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
廷
用
の
兄
弟
の
禅
僧
柏
庭
清
祖
は
、

応
永
五
年
に
死
去
し
て
い
る
。
青
蓮
院
を
出
た
尊
満
は
、
禅
僧
友
山
清
師
と
な
り
、

柏
庭
の
香
厳
院
を
継
承
し
た
。
香
厳
院
は
将
軍
家
一
族
が
多
く
住
持
す
る
塔
頭
と
位

置
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
尊
満
は
な
に
か
不
備
が
あ
っ
て
青
蓮
院
を
退
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
ら
、
青
蓮
院
が
管
理
し
て
い
た
妙
心
寺
領
を
継
承
す
る
可
能
性
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
（
1（
（
う
。
た
だ
し
、
廷
用
は
義
満
の
時
期
に
ほ
か
に
目
立
っ
た
処
遇
を
受
け
な

い
。
妙
心
寺
領
等
の
付
与
に
、
廷
用
を
抜
擢
す
る
と
い
う
意
図
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
龍
雲
寺
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
く
。
一
次
史
料
で
の
龍
雲
寺
の
初
見
は
、

応
永
十
五
年
で
あ
る
（
表
1
の
（
番
（。
先
に
引
用
し
た
『
寺
記
』
で
は
、
廷
用

は
、
妙
心
寺
領
等
が
付
与
さ
れ
た
応
永
十
年
頃
に
は
す
で
に
龍
雲
寺
に
拠
点
を
置
い

て
い
た
よ
う
に
読
め
る
。
龍
雲
寺
は
、
そ
の
三
年
前
の
妙
心
寺
停
廃
と
と
も
に
設
立

さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
前
者
の
場
合
で

も
、
永
享
初
年
ま
で
に
妙
心
寺
が
荒
廃
し
て
い
る
様
子
か
ら
、
龍
雲
寺
は
、
妙
心
寺

の
堂
舎
を
継
承
し
た
の
で
は
な
く
、
別
に
建
立
さ
れ
て
、
妙
心
寺
の
寺
地
・
堂
舎
を

管
理
し
た
と
思
わ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
龍
雲
寺
は
少
な
く
と
も
嘉
吉
年
間
以

降
、
妙
心
寺
と
は
別
の
寺
院
と
し
て
史
料
に
み
え
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
将
軍
の
御

成
を
受
け
て
お
り
、 

住
持
が 「
平
僧
」 （
首
座
（ 

の
場
合
に
は
、 

徳
雲
院
住
持
が
御
成

を
受
け
る
立
場
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
徳
雲
院
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
（
1（
（
る
。

第
二
節
　
廷
用
か
ら
の
付
託

先
の
引
用
に
続
く
『
寺
記
』
の
記
事
を
掲
げ
る
。

〔
正
法
山
六
祖
伝
〕
正
法
山
妙
心
禅
寺
記

一
日
廷
用
和
尚
召
南
禅
宗
利
西
堂
、
謂
之
言
、
華
園
妙
心
寺
者
、
儞
祖
師
遺
迹

也
、
年
来
以
鈞
命
賜
我
、
我
今
当
還
之
西
堂
、
宜
報
同
門
諸
老
、
収
拾
合
浦
珠
可

也
、
利
公
珍
重
而
退
、
於
是
門
中
耆
老
散
処
雒
涯
者
会
議
而
道
、
興
廃
応
憑
宗
師

道
力
、
宣
光
之
才
良
難
哉
、
方
今
日（宗
舜
（峰和
尚
旺
化
青（尾
張
瑞
泉
寺
（

龍
山
、
人
天
攸
帰
敬
也
、
中

興
主
盟
非
這
老
而
誰
歟
、
僉
曰
、
可
輙
遣
専
使
、
起
禅
師
於
尾
之
瑞
泉
、
住
持
本

寺
、

廷
用
は
、
南
禅
寺
の
宗
利
西
堂
に
、
宗
利
の
「
祖
師
遺
迹
」
で
あ
る
妙
心
寺
を
付

託
す
る
。
こ
こ
で
は
、
所
領
等
に
限
定
せ
ず
、
妙
心
寺
そ
の
も
の
が
対
象
と
い
う
記

載
に
な
っ
て
い
る
点
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
宗
利
は
一
門
と
相
談
し
、

尾
張
瑞
泉
寺
の
日
峰
宗
舜
を
妙
心
寺
住
持
に
請
じ
て
再
興
を
託
し
て
い
る
。

こ
の
記
事
か
ら
、
宗
利
は
、
南
禅
寺
に
所
属
し
、
妙
心
寺
開
山
関
山
慧
玄
の
法
を

継
い
だ
こ
と
、
宗
利
は
諱
で
あ
ろ
う
か
ら
、
諸
山
住
持
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
玉
村
竹
二
氏
は
、
関
山
派
が
こ
の
こ
ろ
南
禅
寺
正
眼
院
を
拠
点
と
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
正
眼
院
は
通
翁
鏡
円
の
塔
頭
で
、
通
翁
は
関
山
の
師
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宗
峰
妙
超
と
兄
弟
弟
子
に
あ
た
（
1（
（

る
。

こ
の
記
事
の
関
連
史
料
と
し
て
、
宗
利
の
請
文
（
契
約
状
（
が
知
ら
れ
て
い
る

（
表
1
の
1（
番
（。
永
享
四
年
三
月
と
い
う
日
付
で
、
廷
用
の
死
去
の
五
か
月
前
に
あ

た
り
、
廷
用
か
ら
の
付
託
は
死
を
間
近
に
し
て
の
判
断
だ
っ
た
と
窺
え
る
。
二
種
伝

わ
り
、
ア
は
案
文
で
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
『
妙
心
寺
文
書
』
に
所

収
、
イ
は
宗
利
の
花
押
が
据
え
ら
れ
、
川
上
孤
山
『
妙
心
寺
史
』
に
、「
花
園
流

芳
」
掲
載
と
し
て
写
真
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
る
。
小
異
が
あ
る
の
で
、
両
者
を
並
べ

て
紹
介
し
た
い
。

ア
利（宗
利
（西堂
請
文
之
案

請
取
申
花
園
妙
心
寺
内
微
笑
庵
敷
地
之
事

四
至
　
東
限
河
、
西
限
大
道
、

　
　
南
限
大
道
、
北
限
堀
、

右
彼
微
笑
庵
、
依
為
関（慧
玄
（山和
尚
入
壙
之
地
、
令
致
懇
望
、
是
故
渡
給
条
、
忻
慰
無

量
者
也
、
然
間
縦
雖
本
文
書
等
在
何
処
、
号
本
主
此
敷
地
之
外
於
寺
領
等
、
不
可

企
訴
訟
、
仍
為
末
代
契
約
状
如
件
、

永
享
二二
年
壬子
三
月
　
日

徳（廷
用
宗
器
（

雲
院

イ
請
取
申
花
園
妙
心
寺
内
微
笑
庵
敷
地
之
事

四
至
　
東
限
河
、
西
限
大
道
、

　
　
南
限
大
道
、
北
限
堀
、

右
彼
微
笑
庵
、
依
為
関
山
和
尚
入
壙
之
地
、
令
致
懇
望
、
是
故
渡
給
条
、
忻
慰
無

量
者
也
、
然
間
縦
雖
本
文
書
等
在
何
処
、
号
本
主
此
敷
地
之
外
於
寺
領
等
、
不
可

企
訴
訟
、
仍
為
末
代
契
約
状
如
件
、

永
享
二二
年
壬子
三
月
廿
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
利
（
花
押
（

徳
雲
院

両
者
の
違
い
は
、
ア
の
端
書
が
イ
に
み
え
な
い
こ
と
に
加
え
て
、

Ａ
　
日
付
：
ア
は
空
白
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
は
二
十
日
と
な
っ
て
い
る
。

Ｂ
　
署
判
：
ア
は
署
判
部
分
が
空
白
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
は
宗
利
の
署
名
と
花
押

が
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
ア
・
イ
に
共
通
す
る
文
書
形
式
等
で
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
、

Ｃ
　
最
後
行
の
徳
雲
院
：
禅
院
発
給
文
書
の
場
合
、
発
給
主
体
が
奥
上
に
署
判
す
る

場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
文
書
で
は
徳
雲
院
廷
用
と
宗
利
は
所
属
を
異
に
し
、
徳
雲

院
が
発
給
主
体
と
は
み
な
せ
な
い
。
宛
名
と
す
る
と
、
通
例
で
は
、
方
丈
や
侍
者

禅
師
と
い
う
表
記
が
伴
う
は
ず
で
、
上
位
者
か
ら
の
文
書
で
あ
れ
ば
あ
り
う
る
表

記
だ
が
、
請
文
・
契
約
状
で
は
異
例
と
な
る
。

Ｄ
　
イ
を
正
文
と
み
な
す
と
、
受
給
者
で
あ
る
徳
雲
院
廷
用
の
側
で
は
な
く
、
発
給

者
で
あ
る
妙
心
寺
に
伝
来
し
て
い
る
の
は
通
例
と
異
な
る
。

　
さ
ら
に
、
ア
・
イ
共
通
の
内
容
と
先
の
『
寺
記
』
の
内
容
に
は
差
異
が
あ
る
。

Ｅ
　『
寺
記
』
で
は
、
廷
用
が
宗
利
に
還
付
す
る
と
伝
え
て
い
る
が
、
文
書
で
は
、

宗
利
が
懇
望
し
て
還
付
さ
れ
て
い
る
。

Ｆ
　『
寺
記
』
で
は
、
寺
地
・
所
領
の
没
収
と
し
な
が
ら
、
妙
心
寺
そ
の
も
の
を
宗

利
に
還
付
し
た
よ
う
に
記
さ
れ
る
が
、
文
書
で
は
、
還
付
の
対
象
は
微
笑
庵
敷
地

に
限
定
さ
れ
、
他
の
寺
領
を
要
望
し
な
い
旨
、
誓
約
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
Ａ
か
ら
Ｆ
ま
で
の
、
史
料
に
よ
る
差
異
や
疑
問
点
を
検
討
す
る
た
め
、
妙

心
寺
に
伝
来
し
た
文
書
か
ら
、
嘉
吉
年
間
以
降
、
龍
雲
寺
と
妙
心
寺
と
の
間
に
起
き

た
所
領
相
論
を
整
理
し
て
み
た
い
。

嘉
吉
二
年
（
一
四
四
二
（
頃
、
微
笑
庵
主
宗
璨
は
、「
妙
心
寺
幷
微
咲
庵
・

玉
鳳
院

領
諸
国

散
在
庄
園
目
録
」
を
作
成
し
て
い
る
。
権
利
文
書
を
列
記
し
、
現
在
の
知
行
者
を
付

記
し
て
い
る
。
所
領
は
十
一
か
所
で
、
う
ち
「
龍
雲
寺
当
知
行
」
と
付
記
さ
れ
て
い

る
の
は
七
か
所
、
但
馬
七
海
庄
下
方
、
同
庄
上
方
女
真
・
包
弘
名
、
同
庄
上
方
萩
山

名
、
近
江
伊
香
庄
黒
田
郷
、
同
庄
古
橋
郷
、
摂
津
有
馬
郡
仲
庄
野
上
村
、
河
内
網
代
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庄
で
あ
る
。
妙
心
寺
と
龍
雲
寺
と
の
所
領
相
論
に
対
し
、
文
安
元
年
（
一
四
四

四
（、
管
領
畠
山
基
国
は
、
龍
雲
寺
に
寄
進
さ
れ
た
証
拠
が
な
い
と
し
つ
つ
、
と
も

に
寺
領
な
の
で
折
半
と
し
、
近
江
伊
香
庄
黒
田
郷
・
古
橋
郷
、
お
よ
び
河
内
網
代
庄

を
妙
心
寺
に
返
付
す
る
と
い
う
裁
定
を
下
す
。
両
者
の
争
点
が
伊
香
庄
石
作
郷
は
黒

田
郷
の
内
か
否
か
、
な
ど
に
移
行
す
る
な
か
、
翌
年
、
管
領
細
川
勝
元
は
、
石
作
郷

も
妙
心
寺
に
返
付
す
る
と
決
定
す
る
。
さ
ら
に
、
康
正
二
年
（
一
四
五
六
（
に
は
、

勝
元
の
管
領
奉
書
で
、
文
安
元
年
の
裁
定
を
確
認
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
長
禄
二

年
（
一
四
五
八
（
六
月
に
い
た
り
、「
黒
田
保
古
橋
郷
・
石
作
郷
」
を
龍
雲
寺
に
安

堵
す
る
御
判
御
教
書
が
出
さ
れ
た
。『
蔭
凉
軒
日
録
』
に
よ
る
と
、
龍
雲
寺
へ
の
将

軍
御
成
は
、
所
領
不
知
行
を
理
由
に
延
期
さ
れ
て
い
た
が
、
還
付
を
う
け
て
長
禄
二

年
八
月
に
御
成
が
復
活
し
て
い
る
。
こ
の
の
ち
、
こ
れ
ら
所
領
を
巡
る
相
論
は
確
認

さ
れ
な
（
1（
（
い
。
こ
の
所
領
相
論
は
『
寺
記
』
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

〔
正
法
山
六
祖
伝
〕
正
法
山
妙
心
禅
寺
記

後
華
園
院
嘉
吉
中
、
適
有
公
命
、
以
江
州
黒
田
・
古
橋
・
石
作
郷
洎
網
代
庄
見
還

附
本
寺
、
無
幾
日
復
為
龍
雲
被
豪
奪
、
文
安
末
、
太
人
相
公
自
割
将
軍
家
封
邑
一

所
、
以
新
寄
附
、
慈
照
院
准

后
義
政
公
、
乃
濃
州
郡
上
上
保
是
也
、
然
焉
太
守
僚
属
又
作
之

障
、
厥
貢
弗
納
、

足
利
義
政
に
よ
る
美
濃
郡
上
上
保
の
寄
進
状
は
、『
妙
心
寺
文
書
』
に
伝
来
し
、

文
安
末
で
は
な
く
、
長
禄
二
年
六
月
十
一
日
付
で
あ
る
。
伊
香
庄
内
の
権
利
を
龍
雲

寺
に
認
め
た
直
後
に
あ
た
り
、
代
わ
り
の
給
付
と
い
う
位
置
付
け
で
あ
ろ
う
。

こ
の
相
論
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
Ａ
か
ら
Ｆ
に
つ
き
検
討
し
、
先
の
二
通
を
位
置

付
け
て
み
た
い
。
ま
ず
、
ア
・
イ
で
微
笑
庵
敷
地
以
外
の
寺
領
に
つ
き
訴
訟
を
企
て

な
い
と
誓
約
す
る
内
容
は
、
妙
心
寺
側
の
意
図
と
は
異
な
り
、
廷
用
・
龍
雲
寺
の
所

領
保
全
に
有
利
に
働
く
内
容
と
な
る
（
Ｆ
（。
ア
・
イ
で
宗
利
が
懇
望
し
た
と
す
る

の
も
、
廷
用
・
龍
雲
寺
の
譲
歩
を
記
し
た
文
書
と
な
り
、
廷
用
・
龍
雲
寺
に
有
利
な

内
容
で
あ
る
（
Ｅ
（。
ア
・
イ
は
、
基
本
的
に
は
廷
用
・
龍
雲
寺
の
要
望
を
反
映
し

た
文
書
で
あ
り
、
廷
用
・
龍
雲
寺
か
ら
提
示
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
廷
用
は
妙
心
寺
を
還
付
す
る
際
に
、
妙
心
寺
側
か
ら
廷
用
に
提
出

す
る
文
書
を
要
求
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
ア
は
、
廷
用
側
か
ら
妙

心
寺
側
に
提
示
し
た
文
案
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
廷
用
側
の
作
成
し
た
文
案
な
ら

ば
、
宛
所
が
「
徳
雲
院
」
と
い
う
表
記
に
と
ど
ま
る
こ
と
（
Ｃ
（
も
、
日
付
と
署
判

が
空
欄
と
な
っ
て
い
る
こ
と
（
Ａ
・
Ｂ
（
も
納
得
さ
れ
る
。
イ
を
位
置
付
け
る
の
は

難
し
い
が
、
文
案
に
沿
っ
て
作
成
し
た
も
の
の
、
内
容
に
満
足
せ
ず
に
手
許
に
と
ど

め
た
、
あ
る
い
は
後
の
時
代
に
文
案
か
ら
形
を
整
え
た
、
な
ど
が
想
定
さ
れ
よ
う

か
。
ア
・
イ
が
妙
心
寺
に
伝
来
し
た
の
は
、
妙
心
寺
旧
領
に
関
わ
る
相
論
は
長
禄
年

間
ま
で
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
寺
領
に
つ
き
訴
訟
を
企
て
な
い
と
い
う
内
容
が
問
題

と
な
ら
な
く
な
り
、
一
方
で
、
微
笑
庵
だ
け
で
は
あ
る
が
、
返
付
さ
れ
た
証
拠
と
し

て
珍
重
さ
れ
、
保
存
さ
れ
た
か
と
推
測
す
る
（
Ｄ
（。

廷
用
お
よ
び
そ
の
後
継
者
は
、
妙
心
寺
旧
領
の
確
保
に
は
意
を
用
い
た
け
れ
ど

も
、
花
園
天
皇
に
か
か
る
妙
心
寺
の
由
緒
を
足
利
家
に
留
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

義
持
・
義
教
と
代
を
経
て
、
龍
雲
寺
は
将
軍
家
一
族
の
継
承
す
る
禅
院
に
な
ら
ず
、

足
利
家
に
と
っ
て
、
妙
心
寺
の
由
緒
の
維
持
は
す
で
に
意
味
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
か
。
妙
心
寺
と
同
じ
法
系
で
継
承
さ
れ
る
大
徳
寺
は
、
宗
利
の
請
文
の
前

年
、
永
享
三
年
に
、
十
刹
か
ら
離
れ
、
以
後
、
幕
府
の
禅
院
政
策
と
一
線
を
画
し
て

独
自
の
展
開
を
目
指
（
1（
（
す
。
連
動
し
て
、
妙
心
寺
の
回
復
を
目
指
す
運
動
が
高
ま
っ
た

と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
廷
用
は
回
復
の
要
望
に
応
じ
、
妙
心
寺
の
再
興
に
一
助

を
な
し
た
。
た
だ
し
、
廷
用
が
還
付
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
微
笑
庵
な
ど
妙
心
寺

の
中
心
的
な
施
設
だ
け
で
、
妙
心
寺
は
寺
領
な
ど
付
随
す
べ
き
も
の
を
回
復
で
き
な

か
っ
た
。
妙
心
寺
の
復
興
は
、
の
ち
の
細
川
氏
の
外
護
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

第
三
章
　
所
領
に
み
る
廷
用

徳
雲
院
に
は
文
書
が
伝
来
し
て
い
た
。
現
在
は
散
在
し
て
い
る
文
書
を
集
成
し
、
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『
蔭
凉
軒
日
録
』
や
他
の
文
書
群
と
あ
わ
せ
検
討
す
る
と
、
徳
雲
院
や
末
寺
の
所
領

の
様
子
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
廷
用
に
関
わ
る
所
領
を
中
心
に
検
討
し
、

所
領
か
ら
廷
用
の
別
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
徳
雲
院
と
そ
の
末
寺
、
お
よ
び
廷
用
が
関
わ
る
所
領
を
、
龍
雲
寺
領
を
除

い
て
、
表
（
と
し
て
掲
げ
る（17
（

。
徳
雲
院
の
末
寺
に
つ
い
て
は
、
文
明
十
年
（
一
四
七

八
（
六
月
の
「
南
禅
寺
徳
雲
庵
諸
国
諸
末
寺
」
目
録
が
伝
わ
り
、
こ
の
時
点
で
十
二

の
末
寺
が
確
認
さ
れ
る（18
（

。
筆
頭
は
、
備
前
臨
済
寺
で
あ
る
。
臨
済
寺
は
、
廷
用
を
開

山
と
し
、
諸
山
と
な
っ
て
い
る
。
文
明
十
年
の
目
録
に
は
、「
開
山
塔
大
興
院
、
檀

那
塔
長
松
院
」
と
み
え
る
。
以
下
、
備
前
に
願
成
寺
・
法
泉
寺
、
ほ
か
一
寺
、
播
磨

に
三
寺
、
摂
津
と
近
江
に
各
二
寺
、
出
雲
に
一
寺
で
あ
る
。
龍
雲
寺
は
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
徳
雲
院
の
寮
舎
と
し
て
、
宝
諸
軒
が
あ
る
。

で
は
、
個
別
所
領
を
検
討
し
た
い
。

ア
　
美
作
　
弓
削
庄

一
部
が
廷
用
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
、
の
ち
の
史
料
か
ら
判
明
す
る
。

Ａ
〔
蔭
凉
軒
日
録
〕
延
徳
四
年
（
一
四
九
二
（
七
月
十
五
日
条

午
時
本（良
本
、徳
雲
院
（

都
寺
来
、
伸
先
日
不
臨
斎
会
之
謝
、
勧
之
以
荷
葉
飯
・
丹
瓜
、
本
話
云
、

徳
雲
院
領
作
州
弓
削
庄
内
徳
雲
分
、
藤（後
藤
則
季
（

左
拘
之
可
也
、
自
臨
済
寺
上
野
式
部
大
輔

殿
江
預
之
、
毎
年
二
千
疋
寺
納
、
雖
然
本
院
一
向
不
識
之
、
彼
在
所
惣
而
七
ケ
村

也
、
播
磨
守
殿
・
上
野
守
殿
両
人
知
行
之
、
自
両
人
各
一
村
寄
進
于
廷
用
和
尚
、

一
村
号
立
野
、
一
村
号
全
間
、
二
ケ
村
土
貢
無
為
時
三
百
貫
文
許
在
之
、
七
ケ
村

土
貢
千
貫
文
許
有
之
、
嘉
吉
以
後
除
彼
二
村
、
五
ケ
村
三
角
〔
隅
〕与
大
膳
助
両
人
賜

之
、
今
者
式
部
大
輔
殿
一
円
知
行
之
云
々
、

徳
雲
院
僧
良
本
の
話
を
伝
え
て
い
る
。
弓
削
庄
は
、
七
か
村
か
ら
な
り
、
播
磨

守
・
上
野
守
が
知
行
し
て
い
た
。
う
ち
立
野
村
・
全
間
村
は
、
両
人
か
ら
廷
用
に
寄

進
さ
れ
、
徳
雲
院
領
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
立
野
村
・
全
間
村
は
赤
松
政
則
の
被
官

後
藤
則
季
の
管
理
下
に
あ
り
、
他
の
五
か
村
は
上
野
式
部
大
輔
が
知
行
し
て
い
た
。

表２　廷用ほか関係所領

所　　領
関　係　者

廷用・徳雲院 徳雲院末寺 赤松氏 そのほか

ア 美作 弓削庄立野村・全間村 廷用 徳雲院 臨済寺・長松院 赤松上野等 雲門庵

イ 備前 新田庄新庄村 廷用 願成寺

ウ 備前 新田庄日笠村 長松院・法泉寺 赤松大河内

エ 美作 豊国庄 臨済寺・長松院 赤松春日部

オ 備前 佐伯庄 徳雲院

カ 備前 宇垣郷 徳雲院

キ 上野 邑楽御厨 徳雲院

ク 加賀 和気保金剛寺村 宝諸軒

ケ 加賀 安江庄内 宝諸軒
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し
か
し
、
徳
雲
院
領
二
か
村
に
つ
き
、
徳
雲
院
末
寺
の
臨
済
寺
が
五
か
村
の
知
行
者

で
あ
る
上
野
式
部
大
輔
に
預
け
て
お
り
、
徳
雲
院
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と

い
う
。

廷
用
へ
の
寄
進
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
傍
証
も
あ
（
19
（
る
。

Ｂ
〔
室
町
家
御
内
書
案
〕

美
濃
〔
作
〕国

弓
削
庄
内
立
野
・
金
〔
全
〕間

両
村
事
、
不
混
乱
惣
庄
可
被
永
領
、
次
当
院
領
幷

諸
国
末
寺
諸
公
事
以
下
所
免
除
也
、
早
可
有
存
知
候
、
恐
惶
敬
白
、

　
　
　
　
　
四
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
普
広
院
殿
御（足
利
義
教
（

判

　
　
　
　
　
　
徳（廷
用
宗
器
カ
（

雲
院
方
丈

将
軍
足
利
義
教
の
御
内
書
で
、
二
か
村
の
安
堵
を
内
容
と
す
る
。
史
料
Ａ
で
廷
用

に
寄
進
し
た
と
あ
り
、
丁
寧
な
書
札
礼
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
御
内
書
は
、
廷
用
に
宛

て
ら
れ
た
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、『
赤
松
家
風
条
々
事
』（
以
下
『
家
風
』（
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
赤
松
氏

の
庶
流
で
上
野
家
と
称
さ
れ
る
家
に
関
わ
る
文
書
等
を
収
録
し
た
大
部
な
写
本
で
、

近
年
、
翻
刻
も
さ
れ
て
分
析
が
進
み
、
弓
削
庄
に
関
す
る
文
書
も
多
（
（0
（

い
。
ま
ず
、
応

永
三
十
二
年
四
月
三
日
、
将
軍
足
利
義
持
は
、
赤
松
民
部
少
輔
入
道
性
興
に
対
し
、

播
磨
佐
土
郷
内
、
近
江
信
楽
内
な
ど
と
と
も
に
、
美
作
弓
削
庄
を
安
堵
し
て
い
る
の

が
注
目
さ
れ
る
。
性
興
は
、
十
一
日
に
、
自
ら
の
遺
跡
を
「
馬
頭
」
を
養
子
と
し
て

相
続
さ
せ
、
同
日
に
義
持
の
安
堵
を
得
て
い
る
。
弓
削
庄
に
か
か
る
権
利
は
赤
松
氏

庶
流
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『
家
風
』
に
は
、
徳
雲
院
へ
の
寄
進
に
言
及
し
た
文
書
も
み
え
る
。

Ｃ
〔
赤
松
家
風
条
々
事
〕

為
弓
削
庄
所
務
、
白
国
備
前
守
方
被
差
下
候
、
彼
在
所
之
儀
、
於
何
事
候
て
も
無

疎
略
被
致
奉
公
候
者
、
可
然
候
、
仍
立
野
・
全
間
二
个
村
事
、
号
本
所
契
約
競
望

之
由
候
、
太
不
可
然
候
、
其
子
細
者
、
此
在
所
　
戸
部
御
曽
祖
父
徳
雲
へ
御
寄
進

地
候
間
、
自
余
之
本
所
領
に
は
太
可
相
替
候
、
至
于
今
不
可
有
他
之
妨
候
、
縦
従

本
所
被
申
合
候
共
、
無
領
掌
候
者
可
然
候
、
同
末
国
名
事
、
是
も
以
公
用
于
今
御

成
敗
候
間
、
以
同
前
候
、
為
御
心
得
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
十
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
則（浦
上
（宗在

判

　
　
　
　
　
中
村
孫（則
久
（四郎
殿
御
宿
所

赤
松
政
則
の
被
官
と
し
て
、
浦
上
則
宗
は
、
美
作
守
護
代
の
中
村
則
久
に
、
弓
削

庄
へ
の
介
入
を
や
め
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
別
の
書
状
で
は
、
中
村
則
久
が
上
野

家
則
実
の
所
領
弓
削
庄
に
使
節
を
入
れ
、
浦
上
則
宗
が
そ
れ
を
止
め
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
、
そ
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
立
野
村
・
全
間

村
は
徳
雲
院
へ
寄
進
さ
れ
た
と
記
さ
れ
、
寄
進
者
は
戸
部
の
曽
祖
父
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
に
登
場
す
る
人
物
を
特
定
す
る
に
は
系
図
が
参
考
に
な
る
け
れ
ど

も
、
赤
松
氏
の
系
図
は
多
様
で
内
容
に
異
同
が
多
く
、
人
名
や
官
途
は
一
定
し
な

い
。
幸
い
に
『
家
風
』
に
上
野
家
の
系
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、『
家
風
』
の

記
事
は
こ
の
系
図
に
従
っ
て
理
解
し
て
い
き
た
い
。
系
図
の
う
ち
則
祐
か
ら
の
系
譜

と
上
野
家
の
官
途
な
ど
を
示
そ
う
。

則
祐

義
則

時
則
：
民
部
少
輔
、
法
名
性
興
、

将
範

満
政

満
則
：
兵
庫
助

義
祐

持
祐
：
上
野
介
、
右
馬
頭
、
法
名
宗
覲
、

時
則
養
子

祐
利
：
兵
庫
頭
、
臨
済
寺
殿

満
則

持
祐

祐
利

則
実

祐
定
：
式
部
少
輔

祐
定

政
利

則
実
：
民
部
少
輔
　
政
利
：
兵
部
大
輔

応
永
三
十
二
年
に
譲
与
し
た
民
部
少
輔
入
道
性
興
は
時
則
、
譲
与
を
承
け
た
養
子

「
馬
頭
」
は
持
祐
と
な
（
（1
（
る
。
他
の
系
図
で
は
、
持
祐
の
官
途
は
、
上
野
介
と
す
る
も

の
が
多
い
も
の
の
、
中
務
少
輔
と
と
も
に
右
馬
頭
を
掲
げ
る
系
図
も
あ
る
。
右
馬
頭

は
、
時
則
も
し
く
は
持
則
（
時
則
と
別
人
の
場
合
も
あ
る
（
に
確
認
さ
れ
る
系
図
も
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あ
り
、
持
祐
は
官
途
も
継
承
し
た
の
か
も
し
れ
な
（
（（
（

い
。
つ
ぎ
に
、
浦
上
則
宗
の
書
状

で
の
戸
部
は
、
民
部
少
輔
則
実
に
な
る
。
曽
祖
父
は
、
時
則
と
み
な
さ
れ
る
。

史
料
Ａ
で
廷
用
に
寄
進
し
た
の
は
、
播
磨
守
と
上
野
守
で
あ
っ
た
。
上
野
守

（
介
（
は
、『
家
風
』
の
系
図
で
は
、
持
祐
と
な
る
。
他
の
系
図
で
は
、
持
祐
の
ほ

か
、
時
則
も
し
く
は
持
則
に
み
え
、
右
馬
頭
と
な
ら
び
、
時
則
か
ら
持
祐
へ
と
継
承

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
史
料
Ａ
の
上
野
守
は
、
時
則
か
持
祐
で
、
史
料

Ｃ
の
記
事
を
踏
ま
え
る
と
、
時
則
の
ほ
う
が
妥
当
性
は
高
い
、
と
な
る
。

徳
雲
院
伝
来
文
書
に
は
、
性
興
（
時
則
（
が
徳
雲
院
に
対
し
、
臨
済
寺
檀
那
塔
長

松
院
に
弓
削
庄
内
十
石
を
寄
進
し
た
こ
と
を
伝
え
た
書
状
が
残
る
。
宛
名
は
廷
用
で

あ
ろ
（
（（
（

う
。
史
料
Ａ
で
、
臨
済
寺
が
立
野
村
・
全
間
村
に
何
ら
か
の
権
利
を
有
し
て
い

た
こ
と
の
背
景
と
も
な
る
。

播
磨
守
に
つ
い
て
は
こ
の
後
に
検
討
し
、
寄
進
者
に
つ
き
改
め
て
ま
と
め
る
こ
と

と
し
て
、
廷
用
か
ら
離
れ
る
け
れ
ど
も
、
史
料
Ａ
と
史
料
Ｃ
の
内
容
に
つ
い
て
ま
と

め
て
お
く
。
史
料
Ａ
で
、
上
野
式
部
大
輔
は
、
弓
削
庄
五
か
村
の
知
行
者
で
、
臨
済

寺
か
ら
残
り
二
か
村
も
託
さ
れ
て
い
る
。『
家
風
』
の
系
図
で
式
部
少
輔
と
み
え
る

祐
定
か
と
思
わ
れ
る
。
持
祐
か
ら
家
督
を
継
承
し
た
と
お
ぼ
し
い
祐
利
は
、
文
明
十

四
年
九
月
、
式
部
大
輔
に
弓
削
庄
の
河
口
村
・
松
村
・
塩
内
村
を
預
け
置
き
、
死
後

に
則
実
に
返
す
よ
う
伝
え
て
い
る
（『
家
風
』（。
弟
へ
の
預
け
置
き
、
甥
へ
の
返
却

と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
式
部
大
輔
は
祐
定
と
み
な
さ
れ
る
。
の
ち
に
、
祐
利
の

死
去
な
ど
の
事
情
で
、
弟
祐
定
が
弓
削
庄
全
体
に
権
利
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

史
料
Ｃ
で
、
中
村
則
久
は
、「
本
所
」
の
契
約
と
号
し
て
、
立
野
村
・
全
間
村
に

も
介
入
し
て
い
る
。
浦
上
則
宗
は
、
徳
雲
院
へ
の
寄
進
地
で
あ
り
、
他
の
本
所
領
と

は
異
な
る
た
め
、
本
所
か
ら
相
談
が
あ
っ
て
も
、
承
知
し
な
い
の
が
良
い
、
と
則
久

に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
本
所
の
立
場
は
、
史
料
Ａ
で
の
臨
済
寺
に
極
め
て
近
い
。
本

所
と
は
、
臨
済
寺
そ
の
も
の
か
、
類
似
の
立
場
の
も
の
と
な
ろ
う
。
臨
済
寺
は
、
徳

雲
院
末
で
は
あ
る
も
の
の
、
史
料
Ａ
で
徳
雲
院
の
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
二
か
村
を

上
野
式
部
大
輔
祐
定
に
預
け
て
お
り
、
現
地
で
の
力
関
係
で
は
徳
雲
院
よ
り
も
優
位

に
立
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
史
料
Ｃ
の
最
後
に
み
え
る
末
国
名
は
、
南
禅
寺
雲
門
庵
領
と
確
認
さ
れ

る
。
雲
門
庵
は
、
太
清
宗
渭
の
塔
頭
で
あ
る
。
太
清
は
雪
村
友
梅
の
弟
子
な
の
で
、

廷
用
か
ら
み
て
太
清
は
、
師
魯
山
良
周
と
兄
弟
弟
子
と
な
る
。
弓
削
庄
に
は
、
廷
用

に
近
い
塔
頭
領
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
（
（（
（
る
。

イ
　
備
前
　
新
田
庄
新
庄
村

廷
用
の
発
給
文
書
と
見
な
さ
れ
る
文
書
が
あ
る（（（
（

。

〔
黄
薇
古
簡
集
〕
一
三
　
友
延
村
瑞
石
山
香
雲
寺
所
蔵

備
前
国
新
田
庄
新
庄
村
内
桝
香
寺
々
敷
幷
免
田
八
段
山
林
等
事
、
永
領
不
可
有
相

違
、
被
興
行
於
寺
家
、
可
有
門
葉
相
続
、
仍
状
如
件
、

　
　
　
応
永
廿
七
年

　
　
　
　
　
六
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
器
（
花
押
影
（

　
　
　
　
　
一
翁
和
尚

の
ち
永
享
九
年
正
月
、
一
翁
の
譲
与
を
承
け
た
宗
葩
は
、
新
庄
村
香
雲
寺
と
そ
の

寺
領
を
、
三
十
貫
文
の
扶
持
と
引
き
換
え
に
、
願
成
寺
の
諦
観
令
光
に
譲
与
し
、
そ

の
際
、「
自
%

廷
用
和
尚
$

御
証
明
之
状
一
通
」
な
ど
を
添
え
て
い
る
（『
黄
薇
古
簡

集
』（。
引
用
史
料
の
宗
器
は
、
廷
用
宗
器
と
確
認
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
一
翁
は
廷

用
の
弟
子
で
、
師
匠
と
し
て
、
一
翁
の
関
わ
る
桝
香
寺
を
安
堵
し
、
一
翁
弟
子
に
よ

る
相
承
を
認
め
た
と
理
解
さ
れ
る
。

桝
香
寺
は
香
雲
寺
と
改
名
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
文
明
十
年
の
徳
雲
院

末
寺
目
録
に
は
、
永
享
九
年
の
継
承
者
諦
観
の
住
持
し
た
願
成
寺
は
み
え
る
け
れ
ど

も
、
香
雲
寺
は
確
認
さ
れ
な
い
。
香
雲
寺
は
、
廷
用
の
法
系
で
継
承
さ
れ
た
も
の

の
、
徳
雲
院
に
直
接
に
繋
が
る
末
寺
と
し
て
は
維
持
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ウ
　
備
前
　
新
田
庄
日
笠
村

新
田
庄
の
他
村
で
も
、
徳
雲
院
末
寺
と
の
関
係
が
確
認
さ
れ
る
。
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〔
古
簡
雑
纂
〕
一
〇
　
三
宅
近
江
守

寄
附
　
長
松
院

備
前
国
新
田
庄
日
笠
村
地
頭
方
内
二
十
石
下
地
事

右
於
彼
在
所
者
、
為
天
海
春
林
之
塔
頭
料
所
、
永
代
所
寄
附
於
当
院
也
、
若
違
此

旨
輩
可
為
不
孝
之
子
孫
者
也
、
仍
所
寄
附
之
状
如
件
、

応
永
二
十
一
年
二
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
宮
内
少
輔
満
政
（
花
押
影
（

赤
松
満
政
が
、
新
田
庄
日
笠
村
内
を
、
臨
済
寺
檀
那
塔
長
松
院
に
寄
進
し
て
い

る
。
赤
松
満
政
は
、
上
野
家
持
祐
か
ら
は
従
兄
弟
に
あ
た
り
、
大
河
内
家
と
呼
ば
れ

る
。
の
ち
に
将
軍
義
教
の
近
臣
と
し
て
活
躍
し
、
永
享
三
年
に
は
播
磨
守
と
確
認
さ

れ
る
。
満
政
は
ま
た
、
応
永
三
十
二
年
に
新
田
庄
の
日
笠
村
お
よ
び
田
土
村
内
の
畠

を
、
新
田
庄
に
位
置
す
る
天
台
宗
の
安
養
寺
に
寄
進
し
て
い
る
。
満
政
は
、
日
笠
村

を
中
心
に
、
新
田
庄
に
ひ
ろ
く
権
益
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
寄
進
状
で

は
、「
天
海
春
林
之
塔
頭
料
所
」
と
し
て
臨
済
寺
檀
那
塔
の
長
松
院
に
所
領
が
寄
進

さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
長
松
院
は
天
海
に
関
わ
る
塔
頭
で
、
天
海
は
臨
済
寺
を
創

建
し
た
開
基
に
あ
た
る
人
物
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
る
。
天
海
は
赤
松
満
政
の
近

親
者
で
、
満
政
は
臨
済
寺
の
檀
那
の
立
場
に
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
生
じ
よ
（
（（
（
う
。

新
田
庄
日
笠
村
に
は
、
文
明
十
年
の
徳
雲
院
の
末
寺
目
録
に
み
え
る
法
泉
寺
が
存

在
し
た
。
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
（、
源
将
範
は
、
法
泉
寺
に
、
日
笠
村
内
の
多
様

な
土
地
を
寄
進
し
て
い
る
（『
藤
戸
寺
文
書
』（。『
家
風
』
の
系
図
に
よ
る
と
、
将
範

は
、
赤
松
満
政
の
父
と
し
て
み
え
る
。
他
の
系
図
で
は
、
満
政
の
父
を
満
則
・
将
則

な
ど
と
す
る
。
確
定
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
将
範
は
満
政
の
近
親
者

と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
古
簡
雑
纂
』
に
、
年
未
詳
だ
が
、
右
馬
助
恒

範
が
、
法
泉
寺
の
「
寺
敷
」
相
伝
を
法
泉
寺
住
持
に
安
堵
し
た
書
状
写
も
伝
わ
る
。

『
家
風
』
の
系
図
で
は
、
将
範
の
官
途
は
右
馬
助
で
あ
る
。
恒
は
将
の
写
し
誤
り
で

あ
る
な
ら
ば
、
将
範
の
書
状
と
な
り
、
満
政
の
近
親
者
が
法
泉
寺
の
檀
那
の
よ
う
な

立
場
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
（
（7
（
る
。

エ
　
美
作
　
豊
国
庄

廷
用
と
の
直
接
の
関
わ
り
は
確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、
美
作
豊
国
庄
に
臨
済
寺
領

が
確
認
さ
れ
る
。

〔
井
尻
文
書
〕

豊
国
庄
内
臨
済
寺
分
幷
伊
賀
弾
正
忠

先
給
跡
、

拾
石
下
地
事
、
為
給
恩
所
充
行
也
、
任
先
例
可

致
其
沙
汰
之
状
如
件
、

　
　
　
文
安
二
二
年
九
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源（赤
松
（教貞
（
花
押
（

　
　
　
　
　
　
　
　
井
尻
孫
左
衛
門
尉
殿

赤
松
教
貞
は
、
赤
松
則
祐
の
兄
弟
貞
範
の
子
孫
で
、
春
日
部
家
で
あ
る
。
豊
国
庄

内
の
臨
済
寺
分
な
ど
十
石
下
地
を
、
被
官
で
あ
る
井
尻
氏
に
給
与
し
て
い
る
。
教
貞

は
、
永
享
十
二
年
三
月
に
、
将
軍
義
教
か
ら
、
播
磨
米
田
村
・
備
前
出
石
郷
な
ど
と

と
も
に
、
美
作
豊
国
庄
を
給
与
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
宝
徳
元
年
（
一
四
四
九
（、「
徳

雲
院
末
寺
長
松
院
」
は
、
豊
国
庄
下
地
十
石
に
つ
き
、
赤
松
伊
豆
次
郎
、
つ
ま
り
教

貞
に
押
領
さ
れ
て
い
る
と
山
名
氏
に
出
訴
し
、
山
名
氏
の
奉
行
人
高
山
統
空
（
清

重
（
は
、
同
じ
く
奉
行
人
松
原
秀
之
に
対
し
、
長
松
院
に
交
付
す
る
よ
う
伝
え
て
い

る
。
こ
れ
ま
で
の
事
例
で
は
、
赤
松
氏
は
廷
用
や
徳
雲
院
、
そ
の
末
寺
に
対
し
、
寄

進
を
す
る
な
ど
保
護
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
敵
対
す
る
立
場
で
あ

る
。
豊
国
庄
の
場
合
、
末
寺
臨
済
寺
（
長
松
院
（
の
所
領
は
確
認
さ
れ
る
け
れ
ど

も
、
赤
松
氏
の
外
護
は
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
（
（8
（

る
。

〇
　
小
括
　
廷
用
と
赤
松
氏

新
田
庄
日
笠
村
で
、
徳
雲
院
末
寺
の
臨
済
寺
に
対
し
、
赤
松
満
政
が
所
領
を
寄
進

し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
弓
削
庄
の
項
で
比
定
を
保
留
し
て
い
た
史
料
Ａ
の
播
磨
守

は
、
赤
松
満
政
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
満
政
は
、
宮
内
少
輔
、
刑
部
大
輔
な

ど
を
へ
て
、
廷
用
の
死
去
の
前
年
に
播
磨
守
に
な
る
の
で
、
廷
用
へ
の
寄
進
の
時
点
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で
播
磨
守
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
く
な
い
け
れ
ど
も
、
の
ち
の
時
代
に
満
政
を
指
す

に
あ
た
り
、
お
も
な
官
途
で
あ
る
播
磨
守
を
用
い
た
と
み
な
し
て
お
く
。

弓
削
庄
で
は
、
立
野
村
・
全
間
村
が
、
大
河
内
家
の
赤
松
満
政
、
お
よ
び
上
野
家

の
赤
松
時
則
も
し
く
は
持
祐
か
ら
、
廷
用
に
寄
進
さ
れ
、
徳
雲
院
領
と
な
っ
て
い

た
。
時
則
は
ま
た
、
庄
内
十
石
を
、
臨
済
寺
長
松
院
に
寄
進
す
る
旨
、
廷
用
に
伝
え

て
い
る
。
新
田
庄
で
は
、
日
笠
村
の
一
部
が
、
赤
松
満
政
か
ら
臨
済
寺
長
松
院
に
寄

進
さ
れ
て
い
た
。
臨
済
寺
は
、
廷
用
を
開
山
と
し
、
徳
雲
院
末
で
あ
る
。
そ
し
て
、

大
河
内
家
は
臨
済
寺
な
ど
の
檀
那
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
赤
松
氏
庶
流

が
廷
用
を
外
護
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
事
績
の
検
討
か
ら
は
窺
え
な
い
、
廷
用

の
一
面
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
廷
用
の
法
系
で
あ
る
。
廷
用
は
雪
村
友
梅
の
孫
弟
子

で
あ
る
。
赤
松
円
心
は
、
建
武
四
年
（
一
三
三
七
（
に
、
播
磨
法
雲
寺
を
創
建
し
、

雪
村
を
開
山
に
請
じ
た
。
雪
村
は
し
ば
ら
く
滞
在
し
、
円
心
は
雪
村
に
帰
依
す
る
。

円
心
の
子
で
守
護
家
と
な
る
則
祐
は
、
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
（
頃
に
宝
林
寺
を
創

建
し
、
建
仁
寺
住
持
と
な
っ
て
い
た
雪
村
を
開
山
と
す
る
。
宝
林
寺
は
、
当
初
、
備

前
新
田
庄
に
あ
り
、
の
ち
播
磨
佐
用
庄
赤
松
に
移
転
し
、
則
祐
は
「
雪
村
和
尚
門
徒

寺
」
と
定
め
て
い
る
。
則
祐
の
子
孫
は
、
現
地
で
は
お
も
に
宝
林
寺
を
拠
点
に
、
雪

村
の
弟
子
た
ち
を
外
護
し
て
い
く
。
廷
用
の
師
魯
山
良
周
の
事
績
は
あ
ま
り
明
ら
か

で
な
い
け
れ
ど
も
、
宝
林
を
冠
し
て
お
り
、
宝
林
寺
に
住
持
し
て
い
る
。
則
祐
子
孫

の
庶
流
が
廷
用
を
外
護
し
て
い
る
事
実
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
廷
用
は
、
当
初
、
赤

松
氏
の
影
響
下
で
禅
僧
と
し
て
活
動
し
、
師
を
定
め
た
可
能
性
が
高
（
（9
（
い
。

康
安
元
年
（
一
三
六
一
（、
足
利
義
満
四
歳
の
と
き
、
南
朝
軍
が
京
都
に
攻
め
入

り
、
義
満
は
、
建
仁
寺
大
龍
庵
（
雪
村
の
塔
頭
（
の
庵
主
蘭
洲
良
芳
（
雪
村
弟
子
（

に
匿
わ
れ
、
の
ち
播
磨
白
旗
城
に
下
向
し
、
赤
松
則
祐
に
養
育
さ
れ
た
と
言
わ

れ
（
（0
（
る
。
義
満
兄
弟
で
あ
る
廷
用
も
ま
た
、
こ
の
と
き
播
磨
に
下
向
し
、
義
満
よ
り
長

く
播
磨
に
と
ど
ま
っ
た
、
と
い
う
想
像
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

赤
松
氏
守
護
家
で
は
な
く
、
守
護
家
か
ら
分
か
れ
た
庶
流
と
の
関
係
が
深
い
の

は
、
庶
流
は
将
軍
近
習
と
し
て
活
動
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
廷
用
へ
の
寄
進
者

の
う
ち
、
赤
松
満
政
は
、
再
言
す
る
ま
で
も
な
く
、
将
軍
義
教
の
有
力
近
習
で
あ

り
、
上
野
家
も
同
様
の
立
場
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
応
永
二
十
九
年
九
月
、
将
軍
義

持
の
伊
勢
参
宮
の
随
兵
に
、
赤
松
刑
部
少
輔
満
政
と
と
も
に
、
赤
松
中
務
少
輔
持
祐

が
み
え
る
。
永
享
九
年
十
月
、
後
花
園
天
皇
が
室
町
殿
に
行
幸
し
た
際
、
帯
刀
の
二

番
に
、
赤
松
播
磨
守
満
政
と
赤
松
上
野
介
持
祐
が
並
ん
で
い
（
（1
（
る
。
庶
流
に
と
っ
て
、

廷
用
と
の
関
係
を
継
続
す
る
の
は
、
将
軍
家
と
の
縁
を
維
持
す
る
意
味
を
持
っ
た
で

あ
ろ
う
。

第
四
章
　
徳
雲
院
の
意
義

こ
れ
ま
で
の
検
討
に
従
い
、
想
像
を
交
え
な
が
ら
と
は
な
る
が
、
廷
用
の
事
績
を

時
系
列
で
ま
と
め
て
お
く
。
廷
用
は
、
幼
少
期
を
赤
松
氏
の
許
で
過
ご
し
た
可
能
性

が
あ
る
。
禅
僧
と
な
り
、
宝
林
寺
住
持
の
魯
山
良
周
の
法
を
継
ぎ
、
雪
村
友
梅
の
孫

弟
子
と
な
る
。
の
ち
京
都
に
上
り
、
応
永
十
年
頃
、
足
利
義
満
か
ら
妙
心
寺
の
寺
地

や
所
領
を
託
さ
れ
る
。
義
満
の
葬
儀
に
参
加
し
、
と
き
に
龍
雲
寺
に
住
持
し
て
い

た
。
足
利
義
持
の
執
政
と
と
も
に
義
持
に
重
用
さ
れ
、
京
都
禅
宗
界
の
中
央
に
躍
り

出
る
。
ま
も
な
く
天
龍
寺
住
持
と
な
り
、
南
禅
寺
に
は
二
度
に
わ
た
り
住
持
す
る
。

永
享
四
年
の
死
去
を
前
に
、
妙
心
寺
側
か
ら
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
微
笑
庵
を

宗
利
に
託
し
て
い
る
。
時
期
は
未
詳
だ
が
、
備
前
臨
済
寺
の
開
山
に
請
わ
れ
た
。
檀

那
は
赤
松
大
河
内
家
か
そ
の
周
辺
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
将
軍
近
習
と
し

て
活
躍
す
る
大
河
内
家
満
政
や
上
野
家
時
則
も
し
く
は
持
祐
か
ら
、
所
領
寄
進
を
受

け
る
。
所
領
は
南
禅
寺
の
塔
頭
徳
雲
院
に
伝
領
さ
れ
、
ま
た
徳
雲
院
の
末
寺
に
も
集

積
さ
れ
る
。
美
作
弓
削
庄
内
で
は
徳
雲
院
と
臨
済
寺
、
備
前
新
田
庄
内
で
は
臨
済
寺

と
法
泉
寺
な
ど
、
同
じ
庄
園
に
、
本
寺
と
末
寺
、
も
し
く
は
異
な
る
末
寺
の
所
領
が

確
認
さ
れ
る
。
本
寺
と
末
寺
で
外
護
者
が
共
通
し
て
い
る
た
め
に
起
き
る
現
象
で
あ
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ろ
う
。

最
後
に
、
廷
用
の
死
後
、
徳
雲
院
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
た
か
、『
蔭
凉

軒
日
録
』
の
記
事
か
ら
整
理
し
て
お
き
た
い
。
徳
雲
院
は
、
将
軍
御
成
の
記
事
を
は

じ
め
、
多
く
の
所
見
が
あ
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
将
軍
が
南
禅
寺

入
院
に
御
成
を
行
う
と
き
に
、
徳
雲
院
で
装
束
を
整
え
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
将

軍
誕
生
日
の
祈
禱
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
将
軍
誕
生
日
の
祈
禱
は
、
義
教
の

時
期
に
は
、
毎
月
分
は
相
国
寺
の
塔
頭
を
中
心
と
し
、
正
月
分
に
加
え
ら
れ
る
八
か

所
に
、
天
龍
寺
な
ど
と
な
ら
ん
で
徳
雲
院
が
み
え
る
。
の
ち
に
は
よ
り
多
く
の
機
会

に
参
加
し
た
よ
う
で
、
龍
雲
寺
も
祈
禱
に
加
わ
（
（（
（

る
。
二
点
と
も
、
将
軍
家
一
族
の
塔

頭
で
あ
る
こ
と
の
反
映
と
い
え
よ
う
。
廷
用
は
、
龍
雲
寺
に
妙
心
寺
の
由
緒
を
継
承

す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、「
五
山
之
上
」
南
禅
寺
の
な
か
で
、
足
利
将

軍
家
と
所
縁
あ
る
塔
頭
を
設
け
る
と
い
う
大
き
な
足
跡
を
遺
し
た
の
で
あ
る
。

注（
1
（
『
延
宝
伝
灯
録
』
二
二
、
京
兆
南
禅
廷
用
宗
器
禅
師
項
、
大
日
本
仏
教
全
書
に
よ

る
。
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
廷
用
宗
器
項
（
講
談
社
、
一
九
八
三
年
（。

（
（
（
後
掲
表
1
の
（
と
1（
。
廷
用
の
事
績
の
典
拠
史
料
は
、
註
（
（
（
参
照
。

（
（
（
『
足
利
将
軍
家
の
政
治
秩
序
と
寺
院
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
二
年
（
な
ど
。

（
（
（
典
拠
史
料
を
以
下
に
記
す
。
1
『
徧
界
一
覧
亭
記
』、『
五
山
文
学
新
集
』
別
巻

一
、
詩
軸
集
成
所
収
。
　
（
『
正
法
山
妙
心
禅
寺
記
』、『
正
法
山
六
祖
伝
』
所
収
。

『
正
法
山
六
祖
伝
』
は
、
寛
永
十
七
年
版
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
（
に
拠

る
。
東
北
大
学
狩
野
文
庫
所
蔵
の
天
正
九
年
写
本
で
は
字
句
に
異
同
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
の
公
開
画
像
に
よ
る
。
　
（
『
慈
照
院
殿
諒
闇
総

簿
』
所
収
「
鹿
苑
相
公
・
勝
知
夫
人
闍
維
二
図
」、「
号
廷
甫
」
と
あ
る
。『
大
日
本

史
料
』（
以
下
『
史
料
』（
応
永
十
五
年
五
月
六
日
義
満
没
条
所
収
。
　
（
四
十
三
世

で
あ
る
こ
と
は
、『
扶
桑
五
山
記
』
天
龍
寺
住
持
位
次
な
ど
。
曇
仲
道
芳
に
よ
る
江

湖
疏
が
残
る
。
四
十
六
世
の
入
寺
は
『
史
料
』
応
永
十
七
年
二
月
二
十
八
日
条
、
廷

用
の
史
料
も
掲
載
。
四
十
世
の
入
寺
は
同
応
永
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日
条
。
　
（

『
大
通
禅
師
謝
勝
定
相
公
賜
衣
偈
諸
尊
宿
和
韻
偈
軸
』、『
史
料
』
応
永
十
六
年
三
月

二
十
八
日
条
所
収
。『
大
通
禅
師
語
録
』
五
に
も
収
録
。
　
（
『
相
国
寺
住
持
籍
』

所
収
「
悠
然
亭
唱
和
詩
」、
序
は
応
永
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
。『
史
料
』
応
永
十

六
年
十
月
二
十
六
日
条
所
収
。
　
7
「
瓢
鯰
図
賛
」、『
史
料
』
で
は
、
（
と
同
日
条

に
掲
載
さ
れ
る
。
成
立
の
下
限
は
、
賛
者
の
一
人
で
あ
る
太
白
真
玄
の
没
年
応
永
二

十
二
年
と
さ
れ
て
い
る
。
　 

8
『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
二
十
二
年
三
月
四
日

条
。『
史
料
』
同
日
条
に
関
連
史
料
と
と
も
に
所
収
。
　
9
『
勝
定
院
殿
集
纂
諸
仏

事
』
高
峰
顕
日
百
回
忌
陞
座
法
語
、
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
る
。
　
10
『
天

下
南
禅
寺
記
』
南
禅
院
の
注
記
、
群
書
類
従
巻
四
三
一
。
　
11
『
勝
定
院
殿
集
纂
諸

仏
事
』
十
一
面
聖
像
安
座
点
眼
小
仏
事
法
語
　
1（
『
看
聞
日
記
』
応
永
二
十
七
年
閏

正
月
二
十
七
日
条
等
、
図
書
寮
叢
刊
に
よ
る
。『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
二
十
七
年

二
月
九
日
条
等
、『
続
群
書
類
従
』
補
遺
に
よ
る
。
　
1（
『
建
内
記
』
応
永
三
十
五

年
正
月
二
十
三
日
条
、
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。
　
1（
永
享
四
年
三
月
日
宗
利
契
約

状
案
（
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
『
妙
心
寺
文
書
』
所
収
（、
永
享
四
年
三
月
二
十

日
宗
利
契
約
状
（「
花
園
流
芳
」、
川
上
孤
山
『
妙
心
寺
史
』
上
巻
、
妙
心
寺
派
教
務

本
所
、
一
九
一
七
年
、
八
三
頁
掲
載
（。
　
1（
『
南
禅
寺
住
持
籍
』
廷
用
項
、
史
料

編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
に
よ
る
。『
看
聞
日
記
』
永
享
四
年
八
月
十
一
日
条
参
照
。
　

1（
『
薩
戒
記
目
録
』
永
享
十
年
八
月
六
日
条
、
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。『
蔭
凉
軒

日
録
』
同
五
日
条
、
増
補
続
史
料
大
成
に
よ
る
。

（
（
（
表
1
の
1
番
、
鎌
倉
瑞
泉
寺
の
徧
界
一
覧
亭
に
寄
せ
た
「
宗
器
」（
廷
用
と
付
記

す
る
写
本
も
あ
る
（
の
偈
頌
の
評
価
は
難
し
い
。
仮
に
、
廷
用
が
若
年
に
鎌
倉
に
滞

在
し
て
作
詩
し
た
と
想
定
し
て
冒
頭
に
置
い
た
け
れ
ど
も
、
製
作
の
時
期
、
場
所
と

も
に
確
定
す
る
材
料
は
な
い
。
徧
界
一
覧
亭
に
関
わ
る
詩
軸
は
、
百
三
十
余
の
偈
頌

か
ら
な
り
、
同
時
期
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
お
も
に
十
四
世
紀
に
活
躍
し
た

禅
僧
た
ち
の
偈
頌
を
集
成
し
て
い
る
。
収
録
さ
れ
た
禅
僧
の
没
年
を
比
べ
る
と
、
明

ら
か
な
な
か
で
は
廷
用
が
も
っ
と
も
遅
い
（
野
村
俊
一
「
瑞
泉
寺
徧
界
一
覧
亭
を
め

ぐ
る
社
友
形
成
と
詩
板
制
作
」『
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
』
五
八
六
、
二
〇

〇
四
年
、
参
照
（。
ま
た
、
宗
器
の
記
載
に
地
名
「
西
都
」
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

地
名
と
は
、
出
生
地
な
ど
、
土
地
に
因
ん
だ
別
称
で
、
西
都
は
、
多
く
の
場
合
、
博
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多
な
ど
九
州
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
西
都
と
い
う
地
名
が
廷

用
の
履
歴
と
ど
う
関
わ
る
の
か
も
明
ら
か
に
し
が
た
い
。

（
（
（
『
看
聞
日
記
』
閏
正
月
六
日
条
。

（
7
（
『
繋
驢
橛
』「
次
韻
廷
用
和
尚
謝
　
枢
府
領
法
衣
」、
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
に

よ
る
。
ま
た
、
景
南
英
文
は
、
義
持
の
時
、
景
南
で
は
な
く
光
岳
を
用
い
て
い
た
と

自
ら
語
り
、
理
由
と
し
て
、「
徳
雲
廷
用
」
か
ら
、
義
持
が
南
字
を
嫌
っ
て
い
る
と
聞

い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』
宝
徳
元
年
十
月
二
十
七
日
条
、

大
日
本
古
記
録
に
よ
る
（。
廷
用
と
義
持
の
距
離
の
近
さ
を
窺
え
る
逸
話
で
あ
る
。

（
8
（
義
嗣
の
伝
記
史
料
は
、『
史
料
』
応
永
二
十
五
年
正
月
二
十
四
日
条
、
満
詮
の
伝

記
史
料
は
、『
史
料
』
応
永
二
十
五
年
五
月
十
四
日
条
。
進
言
は
『
看
聞
日
記
』
応

永
二
十
三
年
十
月
二
十
九
日
条
。

（
9
（
玉
村
竹
二
「
足
利
義
持
の
禅
宗
信
仰
に
就
て
」（『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
二
、

思
文
閣
、
一
九
八
一
年
、
初
出
一
九
五
一
年
（。
義
持
は
ま
た
夢
窓
疎
石
の
事
績
を

尊
重
し
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
山
家
「
天
龍
寺
供
養
と
そ
の
後
」（『
日
本
歴

史
』
八
七
〇
、
二
〇
二
〇
年
（
な
ど
参
照
。

（
10
（
こ
の
件
の
概
要
は
、
川
上
孤
山
『
妙
心
寺
史
』
第
一
編
第
二
章
第
二
節
龍
雲
寺
時

代
を
参
照
。

（
11
（
尊
道
の
伝
記
史
料
は
、『
史
料
』
応
永
十
年
七
月
五
日
条
。
妙
心
寺
を
付
与
さ
れ

た
件
は
、
青
蓮
院
側
の
史
料
で
は
、『
華
頂
要
略
』
九
門
主
御
伝
一
八
尊
道
親
王
の

応
永
六
年
九
月
の
欄
外
に
「
妙
心
寺
宗
舜
伝
中
云
」
と
し
て
言
及
し
て
い
る
（
史
料

編
纂
所
謄
写
本
に
よ
る
、
底
本
は
お
そ
ら
く
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
本
（。『
本

朝
高
僧
伝
』
日
峰
宗
舜
伝
と
ほ
ぼ
同
文
で
、
内
容
は
「
寺
記
」
を
出
な
い
。
な
お
、

道
義
（
義
満
（
が
尊
道
に
対
し
、「
妙
心
寺
領
花
園
田
幷
東
西
九
条
」
を
、
相
伝
に

任
せ
て
安
堵
し
た
書
状
が
残
る
（
六
月
十
日
足
利
義
満
御
内
書
案
、
慶
賀
宛
、『
東

寺
造
営
文
書
符
案
』
続
群
書
類
従
巻
七
七
七
（。

（
1（
（
義
満
の
兄
弟
に
つ
い
て
は
、
臼
井
信
義
『
足
利
義
満
』（
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
六
〇
年
（
参
照
。
柏
庭
の
伝
記
史
料
は
、『
史
料
』
応
永
五
年
六
月
二
十

八
日
条
。
香
厳
院
は
、
髙
鳥
廉
「
嵯
峨
香
厳
院
住
持
小
考
」（『
古
文
書
研
究
』
九

四
、
二
〇
二
二
年
（
に
詳
し
い
。

（
1（
（
『
蔭
凉
軒
日
録
』
永
享
十
二
年
三
月
十
四
・
十
五
日
条
等
。
な
お
、
応
永
十
五
年

に
は
「
花
園
龍
雲
寺
」
と
み
え
、
妙
心
寺
と
同
じ
地
域
に
存
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
け
れ
ど
も
、『
山
城
名
勝
志
』
に
引
用
さ
れ
た
「
幻
居
山
人
随
筆
」
東
山
禅
刹
部

に
「
龍
雲
寺
一
山
廷
用
」
と
あ
る
（
巻
一
五
、
新
修
京
都
叢
書
に
よ
る
（。
の
ち
に
言
及
す

る
所
領
還
付
の
こ
ろ
か
ら
、
御
成
は
正
月
二
十
八
日
を
式
日
と
し
、
御
成
の
際
に
南

禅
寺
楞
厳
頭
に
つ
い
て
披
露
す
る
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い
る
（『
蔭
凉
軒
日
録
』
長

禄
三
年
正
月
二
十
八
日
条
等
（。
東
山
の
南
禅
寺
近
く
に
移
転
し
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
。

（
1（
（
宗
利
は
、『
開
山
無
相
大
師
御
遺
誡
』
の
跋
文
に
み
え
る
根
外
宗
利
と
さ
れ
た
時

期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
遺
誡
・
跋
文
に
つ
い
て
は
、
玉
村
竹
二
氏
が
疑
義
を
呈

し
、
加
藤
正
俊
氏
は
、
後
世
の
作
で
あ
る
こ
と
を
丁
寧
に
論
証
さ
れ
て
い
る
（「
関

山
の
遺
誡
」『
関
山
慧
玄
と
初
期
妙
心
寺
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
（。
玉
村
氏

の
見
解
は
、「
初
期
妙
心
寺
史
の
二
三
の
疑
点
」（『
日
本
禅
宗
史
論
集
』
下
之
二
、

初
出
一
九
五
七
年
（。

（
1（
（
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
『
妙
心
寺
文
書
』
に
よ
る
。
目
録
は
嘉
吉
二
年
十
一

月
。
文
安
元
年
七
月
十
八
日
管
領
下
知
状
、
文
安
二
年
十
月
五
日
管
領
下
知
状
、
康

正
二
年
十
二
月
十
五
日
管
領
奉
書
案
、
長
禄
二
年
六
月
九
日
管
領
奉
書
案
等
。『
蔭

凉
軒
日
録
』
長
禄
二
年
八
月
二
十
二
日
条
、
同
三
年
正
月
十
二
日
・
二
十
八
日
条
等
。

（
1（
（
（
永
享
三
年
（
九
月
十
日
古
幢
周
勝
書
状
、（
同
（
九
月
五
日
・
十
日
仲
方
中
正
書

状
（
大
日
本
古
文
書
『
大
徳
寺
文
書
』
一
二
五
～
一
二
七
（。
大
徳
寺
開
山
宗
峰
妙

超
は
浦
上
氏
の
出
身
と
も
い
わ
れ
、
赤
松
円
心
が
外
護
し
て
大
徳
寺
は
創
建
さ
れ

た
。
宗
峰
と
関
わ
る
妙
心
寺
の
復
興
に
、
第
三
章
で
述
べ
る
廷
用
と
赤
松
氏
庶
流
と

の
関
わ
り
が
影
響
し
た
か
ど
う
か
、
検
討
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。

（
17
（
史
料
の
検
索
に
は
、
平
凡
社
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
お
よ
び
『
角
川
日
本
地
名

大
辞
典
』、
史
料
編
纂
所
の
公
開
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
を
利
用
し
た
。
典
拠
史
料
を

掲
げ
る
。
ア
～
エ
は
本
文
・
他
註
に
示
す
。
　
オ
応
永
二
十
年
八
月
日
備
前
国
棟
別

銭
沙
汰
幷
無
沙
汰
在
所
注
文
案
（『
東
寺
百
合
文
書
』
ヌ
七
九
、
付
箋
で
「
徳
雲
院

御
領
也
」（、『
蔭
凉
軒
日
録
』
長
享
二
年
十
一
月
二
十
六
日
条
　
カ
『
同
』
寛
正
二

年
七
月
五
日
条
・
同
四
年
六
月
十
五
日
条
　
キ
十
二
月
三
日
足
利
義
持
御
内
書
案

（『
大
館
記
』
所
収
「
昔
御
内
書
符
案
」〈
外
題
「
御
内
書
案
」〉、
史
料
編
纂
所
架
蔵

写
真
帳
六
冊
目
、『
後
鑑
』
応
永
二
十
四
年
十
二
月
三
日
条
所
収
（　
ク
『
蔭
凉
軒
日
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録
』
長
禄
二
年
八
月
四
日
条
　
ケ
『
同
』
同
条
・
十
二
月
二
十
日
条
。
山
家
「
分
散

し
た
禅
院
文
書
群
の
個
別
研
究
」（
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
〇
九
―
六

『
分
散
し
た
禅
院
文
書
群
を
も
ち
い
た
情
報
復
元
の
研
究
』
二
〇
一
〇
年
（
で
徳
雲

院
領
に
関
わ
る
文
書
を
整
理
し
、
翻
刻
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
修
正
を
兼

ね
る
。

（
18
（
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
『
真
乗
院
文
書
』。
臨
済
寺
は
『
扶
桑
五
山
記
』
諸
山

の
項
な
ど
参
照
。

（
19
（
改
定
史
籍
集
覧
二
七
、
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
（
彰
考
館
本
（
な
ど
。

（
（0
（
天
川
氏
所
蔵
。
翻
刻
は
『
上
郡
町
史
』
一
、
本
文
編
一
（
二
〇
〇
八
年
（、『
姫
路

市
史
』
九
、
史
料
編
中
世
二
（
二
〇
一
二
年
（。
史
料
と
し
て
の
検
討
は
、
藤
岡
琢

矢
「『
赤
松
家
風
条
々
事
』
の
再
検
討
」（『
歴
史
と
神
戸
』
五
八
―
六
、
二
〇
一
九

年
（
参
照
。
弓
削
庄
と
上
野
家
に
つ
い
て
は
渡
邊
大
門
氏
の
研
究
が
あ
る
。「
美
作

地
域
に
お
け
る
奉
公
衆
の
研
究
」（『
戦
国
期
赤
松
氏
の
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一

〇
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
（、「
赤
松
上
野
家
と
美
作
弓
削
庄
」（『
戦
国
・
織
豊
期
赤

松
氏
の
権
力
構
造
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
、
初
出
二
〇
一
二
年
（、
ま
た
「『
豊

楽
寺
文
書
』
所
収
某
祐
定
寄
進
状
を
め
ぐ
っ
て
」（『
戦
国
期
　
浦
上
氏
・
宇
喜
多
氏

と
地
域
権
力
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
三
年
（。
ま
た
、
倉
垣
康

一
「
赤
松
家
風
条
々
録
に
見
え
る
石
見
国
人
三
隅
氏
の
美
作
国
所
領
に
つ
い
て
」

（『
十
六
世
紀
史
論
叢
』
三
、
二
〇
一
四
年
（
も
参
照
。

（
（1
（
大
村
拓
生
氏
は
、
性
興
の
譲
状
を
批
判
的
に
扱
う
（「
室
町
期
赤
松
一
門
の
構

造
」『
ひ
ょ
う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要
』
七
、
二
〇
二
二
年
（。
疑
点
は
残
る
け
れ
ど

も
、
史
料
Ａ
・
Ｃ
の
理
解
に
援
用
す
る
た
め
、
上
野
家
の
伝
承
と
し
て
評
価
し
て
お

く
。
こ
の
譲
与
で
は
、
時
則
の
遺
跡
か
ら
「
追
薦
料
所
幷
女
子
等
譲
分
」
は
除
か

れ
、『
家
風
』
は
朱
で
前
者
に
「
弓
削
庄
立
野
・
全
間
両
村
、
浦
上
庄
下
二
个
村
等

事
也
」、
後
者
に
「
浦
上
庄
五
个
村
之
事
也
」
と
注
記
す
る
。
応
永
三
年
、
源
満
則

は
、
播
磨
浦
上
庄
山
下
部
村
内
の
地
を
東
大
寺
戒
壇
院
に
寄
進
す
る
（
応
永
三
年
八

月
二
十
二
日
、『
東
大
寺
文
書
（
未
成
巻
文
書
（』、『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
五
、

三
号
（。
持
祐
の
実
父
満
則
に
あ
た
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
浦
上
庄
は
『
家
風
』

に
他
に
確
認
さ
れ
ず
、
上
野
家
の
所
領
と
し
て
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
多

田
神
社
文
書
』
に
、
源
時
則
と
署
判
し
た
書
下
と
寄
進
状
が
あ
り
、
三
河
守
と
署
判

す
る
寄
進
状
も
花
押
は
同
一
で
あ
る
（
永
徳
四
年
三
月
五
日
、
至
徳
元
年
十
月
八

日
、
明
徳
四
年
二
月
二
十
八
日
。『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
一
、
一
八
九
・
一
九

〇
・
二
〇
六
号
（。『
尊
卑
分
脈
』
等
は
赤
松
時
則
の
官
途
を
三
河
守
と
し
、
赤
松
時

則
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（
赤
松
氏
の
系
図
は
、『
尊
卑
文
脈
』『
系
図
纂
要
』
ほ
か
、
続
群
書
類
従
、
史
料
編

纂
所
架
蔵
影
写
本
・
謄
写
本
を
参
照
し
た
。
な
お
、
続
群
書
類
従
巻
一
三
六
「
赤
松

系
図
」
六
種
の
う
ち
五
番
目
の
系
図
に
は
、
義
則
の
孫
教
康
に
「
徳
雲
院
大
基
」

「
廷
用
和
上
弟
子
」
と
注
記
が
あ
る
。
し
か
し
、
底
本
と
思
し
き
『
諸
家
系
図
纂
』

三
一
（
内
閣
文
庫
本
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
よ
る
（
と
は
字
配

り
が
異
な
る
な
ど
疑
点
も
あ
り
、
評
価
は
保
留
し
て
お
く
。

（
（（
（
十
二
月
二
十
一
日
性
興
書
状
、『
岡
本
文
書
』、
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ

る
。『
岡
本
文
書
』
に
、
嘉
吉
四
年
と
付
箋
の
あ
る
六
月
九
日
宗
□
書
状
（
□
は
観

の
よ
う
な
字
（
も
あ
る
。
立
野
・
全
間
両
村
に
つ
き
、
代
官
と
し
て
公
事
を
懸
け
た

場
合
は
折
檻
す
る
、
と
徳
雲
院
に
伝
え
る
。
署
判
者
は
両
村
を
管
理
す
る
立
場
の
者

と
推
測
さ
れ
、
あ
る
い
は
『
家
風
』
系
図
に
法
名
宗
覲
と
あ
る
持
祐
か
も
し
れ
な
い
。

（
（（
（
『
蔭
凉
軒
日
録
』
長
享
二
年
八
月
二
十
七
日
条
。
守
護
家
義
則
（
則
祐
子
（
の
周

辺
の
女
性
の
仏
事
は
、
雲
門
庵
で
行
わ
れ
て
い
る
（
山
田
徹
「
大
名
家
の
追
善
仏
事

と
禅
宗
寺
院
」『
中
近
世
武
家
菩
提
寺
の
研
究
』
小
さ
子
社
、
二
〇
一
九
年
（。

（
（（
（
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開
さ
れ
て
い
る
岡
山
大
学
附
属
図
書
館
池
田
家
文
庫
本

に
よ
る
。

（
（（
（
『
古
簡
雑
纂
』
は
国
会
図
書
館
本
、
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
る
。
満
政
に

つ
い
て
は
、
森
茂
暁
「
赤
松
満
政
小
考
」（『
日
本
中
世
史
論
集
』
勉
誠
社
、
二
〇
二

四
年
、
初
出
二
〇
一
〇
年
（
な
ど
。
応
永
三
十
二
年
三
月
二
十
一
日
、『
安
養
寺
文

書
』、『
備
前
安
養
寺
文
書
』
三
七
号
。『
家
風
』
に
は
、
上
野
家
の
祐
利
を
臨
済
寺

殿
と
す
る
。
あ
る
い
は
、
臨
済
寺
の
檀
那
は
、
大
河
内
家
の
没
落
の
後
、
同
じ
庶
流

で
あ
る
上
野
家
に
移
行
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
（7
（
康
暦
二
年
五
月
八
日
、『
藤
戸
寺
文
書
』、『
岡
山
県
史
』
家
わ
け
史
料
所
収
。
法

泉
寺
の
本
寺
徳
雲
院
に
伝
来
し
た
文
書
で
あ
ろ
う
。『
古
簡
雑
纂
』
は
先
と
同
じ
三

宅
近
江
守
項
、
四
月
二
十
九
日
。

（
（8
（
『
井
尻
文
書
』
は
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
る
。
永
享
十
二
年
三
月
十
二
日
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足
利
義
教
御
判
御
教
書
（『
赤
松
春
日
部
文
書
』、『
岡
山
県
史
』
家
わ
け
史
料
所

収
（。
宝
徳
元
年
閏
十
月
二
十
八
日
高
山
統
空
奉
書
（『
岡
本
文
書
』（。

（
（9
（
『
雪
村
大
和
尚
行
動
記
』、『
史
料
』
貞
和
二
年
十
二
月
二
日
雪
村
没
条
所
収
（
尊

経
閣
文
庫
本
（。
貞
治
六
年
三
月
日
赤
松
則
祐
法
林
寺
条
々
案
（『
宝
林
寺
文
書
』、

『
兵
庫
県
史
』
史
料
編
中
世
三
、
二
号
（。
魯
山
は
、
宗
派
図
や
『
延
宝
伝
灯
録
』
参

照
、『
史
料
』
雪
村
没
条
に
所
収
。
大
村
拓
生
氏
の
一
連
の
研
究
が
参
考
に
な
る
。

「
赤
松
氏
の
拠
点
形
成
―
白
幡
城
・
法
雲
寺
・
宝
林
寺
―
」（『
大
手
前
大
学
史
学
研

究
所
紀
要
』
一
二
、
二
〇
一
八
年
（、「
前
期
赤
松
氏
の
展
開
と
禅
宗
寺
院
」（『
ひ
ょ

う
ご
歴
史
研
究
室
紀
要
』
八
、
二
〇
二
三
年
（。

（
（0
（
『
弘
宗
定
智
禅
師
行
状
』（
蘭
洲
の
行
状
（、『
翠
竹
真
如
集
』
の
「
喜
多
野
天
用
性

公
居
士
三
十
三
年
拈
香
」
な
ど
が
典
拠
史
料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。『
史
料
』
応

永
十
五
年
五
月
六
日
義
満
没
条
所
収
。

（
（1
（
『
花
営
三
代
記
』
応
永
二
十
九
年
九
月
十
八
日
条
（
群
書
類
従
巻
四
五
九
（、『
永

享
九
年
十
月
廿
一
日
行
幸
記
』（
群
書
類
従
巻
四
〇
（。

（
（（
（
装
束
は
永
享
十
一
年
十
月
二
十
二
日
条
ほ
か
。
誕
生
日
祈
禱
は
、
永
享
九
年
正
月

十
三
日
条
、
文
明
十
九
年
九
月
二
日
条
等
。
細
川
武
稔
「
禅
宗
の
祈
禱
と
室
町
幕

府
」（『
京
都
の
寺
社
と
室
町
幕
府
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
二
〇
〇
四

年
（
参
照
。

  

＊
二
〇
二
三
年
度
東
京
大
学
大
学
院
で
の
演
習
で
は
、
お
も
に
柏
庭
清
祖
に
関
わ
る
史
料

を
講
読
し
、
最
後
に
廷
用
宗
器
の
関
連
史
料
も
取
り
上
げ
た
。
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
皆

さ
ん
の
発
言
に
よ
っ
て
考
察
は
深
ま
っ
た
。
演
習
の
成
果
で
も
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
参

加
者
の
皆
さ
ん
に
謝
意
を
表
し
た
い
。


